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大山町告示第１５２号 

 

平成２２年第１０回大山町議会定例会を次のとおり招集する 

 

平成２２年１２月６日 

                          大山町長 森田 増範 

 

１ 日 時  平成２２年１２月１０日 午前１０時 

２ 場 所  大山町役場議場 

───────────────────────────────  

○開会日に応招した議員 

 竹 口 大 紀         米 本 隆 記  

大 森 正 治         杉 谷 洋 一  

野 口 昌 作         池 田 満 正  

近 藤 大 介         西 尾 寿 博  

 吉 原 美智恵         岩 井 美保子  

諸 遊 壌 司         足 立 敏 雄  

小 原 力 三         岡 田   聰  

椎 木   学         鹿 島   功  

 西 山 富三郎         野 口 俊 明   

  

───────────────────────────────  

○応招しなかった議員  

         なし   

     ───────────────────────────────  
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第 １０ 回 大 山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

平成２２年１２月１０日（金曜日）        

                                        

議 事 日 程 

                             平成２２年１２月１０日 午前１０時 開会  

1 開会（開議）宣告 

1 議事日程の報告 

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

日程第 2 会期の決定について                             

日程第 3 諸般の報告  

日程第 4  議案第 148 号  大山町索道事業基金条例の制定について 

日程第 5  議案第 149 号 大山町特別会計条例の一部を改正する条例について 

日程第 6  議案第 150 号 大山町特別医療費助成条例の一部を改正する条例について 

日程第 7  議案第 151 号 大山町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 8  議案第 152 号 大山町公共下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第 9  議案第 153 号 大山町索道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第 10  議案第 154号 米子市と大山町との可燃ごみ焼却事務の委託に関する規約を

定める協議について 

日程第 11  議案第 155号 鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約を変更

する協議について 

日程第 12  議案第 156 号 大山町新高田辺地に係る総合整備計画の策定について 

日程第 13  議案第 157 号 大山町渡道辺地に係る総合整備計画の策定について         

日程第 14  議案第 158 号 大山町明間・中槇原辺地に係る総合整備計画の策定について  

日程第 15  議案第 159 号 大山町種原辺地に係る総合整備計画の変更について  

日程第 16  議案第 160 号  大山町大山辺地に係る総合整備計画の変更について 

日程第 17 議案第 161 号 平成 22 年度大山町一般会計補正予算（第 5 号） 

日程第 18 議案第 162 号  平成 22 年度大山町地域休養施設特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 19 議案第 163 号  平成 22 年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 20 議案第 164 号  平成 22 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 21 議案第 165 号 平成 22 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算 

（第 3 号） 

日程第 22 議案第 166 号 平成 22 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号） 
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日程第 23 議案第 167 号 平成 22 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第 24 議案第 168 号 平成 22 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第 2 号） 

日程第 25 議案第 169 号 平成 22 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第 3 号） 

日程第 26 議案第 170 号 平成 22 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 27 議案第 171 号 平成 22 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第 28 議案第 172 号 平成 22 年度大山町水道事業会計補正予算（第 2 号） 

日程第 29 行政視察調査の報告について（教育民生常任委員会） 

────────────────・───・─────────────────  

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

────────────────・───・─────────────────  

出席議員（１８名） 

１番 竹 口 大 紀     ２番 米 本 隆 記  

３番 大 森 正 治     ４番 杉 谷 洋 一  

５番 野 口 昌 作     ６番 池 田 満 正  

７番 近 藤 大 介     ８番 西 尾 寿 博  

９番 吉 原 美智恵    １０番 岩 井 美保子  

１１番 諸 遊 壌 司    １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三    １４番 岡 田   聰  

１５番 椎 木   学    １６番 鹿 島   功   

１７番 西 山 富三郎    １８番 野 口 俊 明  

────────────────・───・─────────────────  

欠席議員(なし)  

────────────────・───・───────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ……………… 諸 遊 雅 照     書記 …………… 柏  尾  正  樹 

────────────────・───・───────────────── 

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………森 田 増 範     教育長 ………………山 根  浩 

副町長…………………小 西 正 記       教育次長………………狩 野   実 

総務課長 ………… 押 村 彰 文     社会教育課長 ………手 島 千津夫 

中山支所総合窓口課長…澤 田  勝     幼児教育課長 ………高 木 佐奈江 

大山支所総合窓口課長…岡 田  栄     学校教育課長…………林 原 幸 雄  
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企画情報課長 ……… 野 間 一 成     税務課長 ……………小  谷  正  寿 

建設課長…………… 池 本 義 親     農林水産課長 ………山 下 一 郎 

水道課長 ………… 坂 田  修      住民生活課長補佐……吹 野 正 幸  

福祉介護課長 ……… 戸 野 隆 弘        観光商工課長…………福 留 弘 明   

保健課長…………… 斎  藤   淳      人権推進課長…………門 脇 英 之 

農業委員会事務局長…近 藤 照 秋      地籍調査課長…………種  田  順  治                      

代表監査委員 ………松 本 正 博     会計管理者……………後 藤 律 子 

────────────────・───・───────────────── 

午前１０時００分 開会 

○局長（諸遊雅照君）  みなさんおはようございます。ただいまから互礼を行います。

一同起立。礼。着席。 

────────────────・───・───────────────── 

開会・開議・議事日程 

○議長(野口俊明君) おはようございます。本日より２２日まで１３日間１２月定例会

が開会となります。しっかりと質疑のほう、よろしくお願いします。そういたしますと

ただいまの出席議員は１８人です。定足数に達しておりますので、平成２２年第１０回

大山町議会定例会を開会します。これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、

お手元に配付のとおりです。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（野口俊明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議

録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、３番 大森正治君、４番 杉谷洋

一君を指名します。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（野口俊明君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月２２日までの１３日間としたいと思います。ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（野口俊明君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１２月２２

日までの１３日間に決定しました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第３ 諸般の報告  

○議長（野口俊明君） 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から、お手元に配

布のとおり、例月出納検査の結果報告がありました。検査資料は事務局にありますので、
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閲覧してください。 

 次に、本日までに受理した陳情は、お手元に配付いたしました「陳情文書表」のとお

り、それぞれ所管の常任委員会に付託しましたので、報告いたします。 

次に、本定例会に町長から提出された議案は、お手元に配布の提出案件表のとおりで

あります。 

 次に町長から、政務報告及び報告第１２号 議会の権限に属する事項中、町長におい

て専決処分すべき事項に係る報告についてから、報告第１３号 長期継続契約締結の報

告についてまで、計３件の報告の申し出があります。これを許します。町長 森田増範

君。 

○町長 (森田増範君) はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長 (森田増範君) おはようございます。それでは平成２２年１２月定例議会にお

きます政務報告を述べさせていただきます。 

１２月の定例会以降に、９月ですね、定例会以降における各種事務事業の取り組みにつ

きまして、その主なものを報告を述べさせていただきます。 

 まず総務課関係でございます。 

１つ、防災訓練についてでございます。９月５日災害対策本部の運営や防災関係機関

の応急活動の検証、町民の防災意識の向上を図ることを目的といたしまして、大山町総

合防災訓練を実施をいたしました。この訓練は、大雨により大山町に大雨洪水警報及び

土砂災害警戒情報が発表され、河川の氾濫、大規模な土砂災害の発生が予想されるとの

想定で実施をいたしたところでございます。当日は、９時３０分に御来屋地区に避難勧

告を発令し、御来屋地区の住民の方々約３００名の方々が、区長さん、自主防災組織の

代表者の指示のもと、指定された避難所に避難をいたしました。 

その他に、情報伝達、水防訓練、炊出しなどの訓練項目をそれぞれの機関、団体が連

携を持ちながら取り組んだところでございます。この訓練で判明いたしました課題、あ

るいは改善点につきましては、今後地域防災計画に反映をさせてまいりたいというぐあ

いに考えております。 

２つ目に、「第 2 次行財政改革大綱」及び「集中改革プラン」の策定についてでござ

います。 

社会経済情勢の急激な変化と地方分権時代に対応した簡素で効率的かつ効果的な行

財政運営の実現をするために、「第２次行財政改革大綱」及び「集中改革プラン」の策

定につきまして、大山町行財政改革審議会に諮問を行なっていました。 

大山町行財政改革審議会では８回にわたり慎重な審議を重ねられ、１１月２４日に、

平成２２年度～２５年度までの４年間の「第２次行財政改革大綱」と「集中改革プラン」

について答申を受けたところでございます。 
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  今後は、この答申を基に行財政改革を進め、めまぐるしく変わる時代の変化に対応い

たしながら、活力あるまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

次に、企画情報課関係でございます。 

まず、１つ目に、大山はまなすサイクリング２０１０の開催についてでございます。  

１０月３日日曜日に、大山はまなすサイクリング２０１０を中山まちづくり実行委員会

主催で開催をいたしました。町内外から１３６名の参加をいただき中山地区を２つのコ

ースに分けて行ったところでございます。大山や日本海を身近にして自然を満喫してい

ただき、ゴールの後は、なかやま温泉入浴券とまた鳥取県産牛の焼肉を用意し、お楽し

み抽選会などもありにぎやかな会となったところでございます。参加者の中には、継続

しての県外からの参加も多くあり、イベントとしての知名度の高さを再確認をいたした

ところであります。今後も引き続き実施することにより大山町の魅力がさらに広がるこ

とが期待ができます。 

２つ目に、韓国襄陽郡訪問団の受け入れについてでございます。 

１０月２９日から１０月３１日までの３日間、襄陽郡守、議会の議員さん、企画監査

室長の皆さん９名が「大山町総合文化祭」参加のために来町されました。多くの住民の

方が、文化活動に取り組んでいる様子に感銘を受けて帰られたところでもございます。 

また、道の駅など町内施設を訪れ、特産品作りや販売の現場を視察をしていただきま

した。今後、民間主体での交流の促進、あるいは観光や経済面での交流が盛んになるこ

とを期待するものでございます。 

３つ目に、中山わいわいフェスティバル開催についてでございます。 

１０月３１日日曜日に大山町総合文化祭との共催で中山農業者トレーニングセンター

を会場として「第１４回中山わいわいフェスティバル」が開催をされました。あいにく

の天候でございましたけれども、多数の来場者の方々で賑わったところでございます。  

町内外の関係者によりますところのステージショーやバザーの催しがあり、盛況のう

ちにイベントが終了いたしました。主催されましたわいわいフェスティバル実行委員会

をはじめ、関係諸団体の方々の努力により町民の皆さまの交流の輪が更に広がったと感

じておるところでございます。 

４つ目に、だいせんファンクラブ交流会についてでございます。 

 １１月１４日日曜日大阪でだいせんファンクラブ交流会を行いました。会員ほか４２ 

名の参加がありました。この度は大山町から同窓会の幹事の方をサポーターとして同行 

していただいて、この交流会をミニ同窓会としても親睦を深めていただいたところでも

ございます。また、ふるさと納税のお願いもして参ったところでもございます。 

５つ目に、呉市との交流についてでございます。 

 １１月７日日曜日に、呉食の祭典に参加をいたしております。神田地区の入植者の方々 

が呉市出身というご縁で、毎年神田りんごを特産品として販売をいたしております。ま
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た、１１月１２日には、ちょうど一週間後になりますけれども、５日後ですね、呉市か

らは市長と交流団の御一行が訪町されまして、神田の入植者の一世・二世の方々と昼食

をしながらの交流をいたしたところでもございます。また呉から寄贈された「くれハウ

ス」の見学や、神田リンゴ園でのもぎ取りなど行われました。これからも呉市との交流

を続けて参りたいと考えております。 

次に、人権推進課の関係であります。 

１つ目に、平成２２年大山町解放文化祭についてでございます。 

 第２０回名和地区解放文化祭を１１月６日と７日に人権交流センターで、また第１８

回下田中解放文化祭を１１月１３日と１４日に中山ふれあいセンターで、また第９回中

高ふれあい祭りを１１月２８日に、中高ふれあい文化センターでそれぞれ実施をいたし

ました。 

各地域の活動の特色を生かして、小中学生の調べ学習や人権作文の発表、サークルな

どの活動発表、講演会、作品展示、バザーなどを行われたところでございます。どの会

場とも天候にも恵まれ、活気に満ちた文化祭となりまして、延べ１，５００名の方にご

来館いただいたところでございます。               

２つ目に平成２２年人権・同和問題小地域懇談会の実施についてでございます。 

 今年の小地域懇談会は、参加型学習を通して「人権」とはすべての人に保障されてい

る具体的権利であるということ、また「人権」は人間が生きていくうえで欠くことにで

きないものである、日常的な生活に直結していることなど「人権」そのものについて学

ぶことをポイントに実施をいたしております。１１月３０日現在で１６７集落あります

中で、１５７集落が実施済みというところでございます。 

次に、福祉介護課関係でございます。 

１つ目に、民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選についてでございます。 

本年は、３年を任期といたします民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選の

年であります。７月より推薦会で協議がなされ、新任委員候補者１６名を含みます６１

名の候補者が推薦をされました。 

 過日、全員が適任と認められ、厚生労働大臣より１２月１日付けで委嘱されたところ

でございます。これから向こう３年間、地域での困りごと相談や要援護者への見守り等、

地域と行政とのつなぎ役としてお世話をいただくことになります。 

２つ目に、敬老会についてでございます。 

 平成２２年度敬老会を、大山地区では９月２５日に大山総合体育館で、名和地区では

９月２９日と３０日に保健福祉センターなわで、中山地区では１０月７日に中山農業者

トレーニングセンターで、それぞれ開催をいたしました。平成２２年９月１５日までに

満７５歳以上になられる方３，６１１人のうち１，１１７人の方に出席をいただいたと

ころでございます。 
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 当日のアトラクションでは、公民館サークルで活動されているみなさんをはじめ、民

生児童委員さんにもご出演いただき会も大いに盛り上がり、出席をされた皆さまに大変

喜んでいただいたところでございました。 

 次に、保健課関係でございます。 

各診療所の今年度の、上半期の受診状況についてでございます。名和診療所の外来件

数の合計は３，０８１件で、前年対比９７．８％であります。件数で６９件、割合では

２．２％減となっておりますけれども、概ね順調に推移しているものと判断をいたして

おります。 

大山診療所の外来件数は１，６２０件で、前年対比８６．６％であります。件数で２

４７件、割合では１３．４％と大幅に減少をいたしました。昨年６月に固定医が不在に

なったことで、変則的な診療日程を組まざるを得ず、利用者の皆さんへの不便さ、不安

感などがその要因ではないかと考えております。 

大山口診療所でございますが、外来件数は６，３４４件で前年対比１０４．６％でご

ざいます。件数で２７８件、割合では４．６％増と伸びているところでございます。利

便性を高めるために昨年４月に大山口リハビリセンターと統合したことなどが、その要

因ではないかなというぐあいに推測いたしているところでございます。 

受診状況につきましては、またこの表を目を通していただきたいと思います。 

次に、農林水産課関係でございます。 

鳥インフルエンザの発生予防対策についてでございます。１１月２９日に、高病原性

鳥インフルエンザの擬似患畜が安来市で確認されて以来、３０日には町内の養鶏農家で

鶏舎の消毒、立ち入り制限等の措置を県の指導のもと速やかに実施をいたしました。 

 町でも、防災無線や大山チャンネルでの情報提供、消石灰を町内養鶏農家の方々へ、

２０ｋｇ入りの袋で２６０袋ほどになりますけれども配布をし、また愛玩の鳥の飼育調

査等にも取り組んでいるところでございます。畜産業は町の基幹産業であり、鳥インフ

ルエンザが終息するまで関係機関と連携をいたしまして、鳥インフルエンザの発生予防

対策を徹底をいたしていきます。 

次に、建設課関係でございます。 

まず１つ目に、地域活力基盤創造交付金事業についてでございます。①つ目に町道一

の谷赤松線用地測量業務委託をシンワ技研コンサルタント株式会社が、請負業務遂行中

であります。また町道上坪東小竹線改良工事を有限会社小倉興産が、町道末長押平線改

良工事を有限会社古村重機が、請負施工中でございます。 

２つ目に、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業についてでございます。町道大雀

大塚線改良工事を株式会社平井組が請負施工中であります。 

３つ目に辺地対策事業についてであります。町道種原大野線改良工事を株式会社所子

建設が、同工事の（5 工区）を有限会社ヤマダが、請負施工中であります。 
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４つ目に、宅地造成事業についてでございます。大山口駅前団地外構整備工事を有限

会社権田工務店が請負施工中であります。また、大山口駅前団地の分譲状況につきまし

ては、第一次申込み期間を平成２２年９月１８日から１０月１５日の間で行い、１０区

画の申し込みがあり、順次、契約手続きを行っているところでございます。残りの２区

画につきましては、第２次申し込みを別途、行う予定をいたしているところでございま

す。 

５つ目に、町営なかやま団地若者向け住宅についてでございます。本年４月より入居

可能となりました町営なかやま団地若者向け住宅は、１０月２１日に残りの１戸を入居

者決定をいたしておりまして、現在満室となりました。 

次に、観光商工課関係でございます。  

まず、観光振興関係についてであります。１０月３日、第１０回「大助・花子健康

ウォーキング」が開催をされました。天候にも恵まれ、関西・中国地方を中心に約１

２００人の参加があり、秋の大山散策と吉本漫才を楽しんでいただいたところでござ

います。 

１０月１０日そして１１日の二日間、大山博労座を含む山麓３か所を会場に、第

２回鳥取バーガーフェスタが開催をされました。天候が心配されましたけれども、

二日間で約６万５，０００人の人出があり、博労座会場も野外ライブ等を行なうな

ど趣向を凝らし約２万３，０００人のお客様で賑わったところでございます。全国

のマスコミにも大変大きく取り上げられ、今後の更なる取り組みにまた大山の知名

度向上に大きな期待が持てるものと思います。  

 １０月１８日、春秋通算で６７回目となります大山秋の一斉清掃が行われ、５０団

体約７００人ほどの参加がございました。役場職員も参加をし、大山の美化に努めた

ところでございます。  

 １０月２０日から１１月５日まで、大山寺地区にて秋色週間の取り組みが行われま

した。本年は異常気象の影響で紅葉の時期がずれたのにも関わりませず、多くのお客

様におこしいただくことができました。併せて、本年も仮設の足湯を地元の皆さんが

提供され、訪れた多くのお客様に楽しんでいただいたところでございます。  

次に、スキー場関係についてでございます。  

 町営中の原スキー場を１０月１日から株式会社だいせんリゾートに指定管理者とし

て運営を委ねました。同社では諸手続も完了され、従来よりも強力な営業活動を展開

され、雪が降るのを待っている状態でございます。全体の名称も、大山スキー場から

「だいせんホワイトリゾート」に改め、また平日の駐車料金を半額とするなどサービ

ス向上、イメージチェンジなどにも取り組んでおられるところでございます。 

 オープニングセレモニーは２３日午前９時からということで、中の原スキー場で行
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いますので、是非皆さま方のお越しをいただきますようご案内お願い申し上げます。 

次に、大山ツーリズムの推進についてでございます。 

 「大山と書いてだいせんと読ませるキャンペーン」、この取り組みを始め、体験型、

交流型、滞在型の新しい大山ツーリズムの確立を目指して、各種の研修の実施、モニタ

ーツアーの実施、また各種キャンペーンの実施など積極的な取り組みを行なっていると

ころでございます。その中で、北海道から九州まで全国を巡りますスタンプラリーでは

完走者が１０名を超えるなど予想以上の反応もあり、今後も継続して「だいせん」を売

り込んでいきたいと考えております。 

次に、企業誘致についてであります。 

１０月２２日、大山支所におきまして藤井鳥取県副知事の立ち会いをいただき、高田

工業団地に立地されておりますニッパ株式会社様と大山インターチェンジ工業団地への

第２工場展開についての進出の協定を締結いたしました。早期の工場建設に向けて支援

に努めてまいりたいと考えております。 

続きまして、社会教育課関係でございます。 

第３回大山町総合文化祭についてであります。１０月３０日そして３１日に中山農業

者トレーニングセンター及びその周辺を会場として、「第３回大山町総合文化祭」を開

催し、雨天の中ではありましたが２日間でおよそ５，０００人の来場者を迎えることが

できました。 

総合文化祭として３回目となります今年の文化祭は、恒例の中山わいわいフェスティ

バルとの共催として実施し、例年以上に物販部分の盛り上がりが見られました。 

また今後のあり方等につきまして、１１月に開催をいたしました第４回実行委員会、

ここで協議を行ったところであります。この３年間、総合文化祭として大山・名和・中

山と三地区を一巡いたしましたが、来年度以降もそれぞれの地区の特色が楽しめる良さ

を重視し、これから一巡会場を変えて実施するということ、そして開催期日は、１０月

最終土曜・日曜日とすることとし、来年度の総合文化祭は、１０月２９日・３０日に大

山地区を会場に実施するということに決定をいたしました。今後の総合文化祭がさらに

魅力あるものとなるよう、早い段階から検討していきたいと考えているところでござい

ます。 

最後に、徴収金の関係でございます。  

未収金の縮減に向けて、各課が連携を深めながら、未収金対策マニュアルに沿って、

電話催告、臨戸訪問等の外、法的処分によります徴収に取り組んでおります。なお、徴

収実績は、別添の一覧表のとおりでございます。 

各課の取り組みについて述べさせていただきます。 

税務課滞納対策室についてであります。各税及び介護保険料等の現年分の徴収につき

ましては、督促状送付後、納付のない場合に催告状を送付し、なお納付がない場合には、
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課員それぞれに担当の滞納者を割り当て電話催告、臨戸徴収に取り組んでおります。 

滞納繰越分につきましては、従来どおり法的処分を含めて滞納整理を行っているとこ

ろでございます。また、家宅捜索は２件実施をいたしました。執行停止件数は１２件で

あります。 

次に、建設課であります。町営住宅家賃の徴収につきましては、電話での督促、臨戸

訪問し面談を繰り返しながら取り組みました。また、分納確約書の提出をいただいてい

ても約束どおりの入金が困難な方もありますが、減免制度により今まで入金されなかっ

た方からの入金が増えたところでもございます。今後も、更なる徴収率向上に努めてま

いります。 

次に、水道課であります。水道料金等の徴収につきまして、引続き電話での督促、臨

戸訪問を実施し、面談を繰り返しながら徴収に取り組んでいるところでございます。 

なお、前回政務報告以降水道料金を３か月以上滞納しておられる２７世帯につきまし

て給水停止予告書を送付し、料金納付、分納誓約書等の提出のない４世帯について給水

停止を実施いたしたところでございます。 

下水道料金につきましても上水道同様に滞納額減少に向けて努力をいたしております。 

次に、人権推進課でございます。住宅新築資金等貸付金の徴収につきましては、一昨

年１１月から収納対策の一環として、滞納者及び現年分納入者の預金口座から定額の引

き去りが可能となるシステムをつくり、随時関係者にそれを周知して、利用いただくよ

うお知らせいたしているところでございます。 

また、実態にあわせた徴収マニュアルを作成し、徴収を行っております。今後も主要

課題として滞納対策に取り組んでまいります。 

次に、学校教育課であります。給食費の滞納分の徴収につきましては、支払日を定め

て、計画的に訪問徴収を行っております。 

最後に、幼児教育課についてであります。保育料の徴収は徴収マニュアルを作成し、

それに沿って行っております。滞納繰越分につきましては、確約書により毎月徴収いた

しております。現年度分につきましては、督促状の送付、電話催告、臨戸訪問等、保育

所とも常に連携をとりながら行っているところでございます。 

続きまして報告第１２号 議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事

項に係る報告についてでございます。 

本案は、「議会権限に属する事項中、町長において専決処分すべき事項の指定につい

て」の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２項の規

定に基づき報告するものでございます。 

専決処分を行いました案件は、草刈り作業中に発生をいたしました事故の損害賠償に

ついてでございます。詳細につきましては、お手元に配布しております報告書のとおり

でございます。以上で、第１２号の説明を終わります。 
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 続きまして報告第１３号 長期継続契約締結の報告についてでございます。 

本案は、大山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第４条の規定

に基づき、リース契約等を締結いたしましたので、議会にご報告するものでございます。 

契約の名称、契約の内容、契約の相手側、契約期間、契約金額につきましては、お手

元に配布をいたしております「長期継続契約締結報告書」のとおりでございます。以上

で、報告第１３号の説明を終わります。 

○議長（野口俊明君） これで諸般の報告を終わります。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第４ 議案第１４８号～日程第１６ 議案第１６０号 

○議長（野口俊明君） 日程第４、議案第１４８号 大山町索道事業基金条例の制定に

ついてから、日程第１６、議案第１６０号 大山町大山辺地に係る総合整備計画の変更

についてまで、計１３件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森田 

増範君。 

○町長（森田増範君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） ただいまご上程いただきました議案第１４８号 大山町索道事

業基金条例の制定につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、議案第１５３号でご提案いたしております大山町索道事業会計への地方公営

企業法の適用を除外することに伴いまして、従来からの留保資金を適正に管理するため、

新たに基金を設けるものでございます。 

なお、本条例の施行日は平成２３年４月１日であります。これで議案第１４８号の提

案理由の説明を終わります。  

続きまして、議案第１４９号 大山町特別会計条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計、老人保健特別

会計、介護保険事業特別会計を廃止し、索道事業特別会計、鳥取県西部町村情報公開・

個人情報保護審査会特別会計を新設するため、改正を行うものでございます。 

老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計の廃止についてでござ

いますが、本会計は、高齢者や障害者の住宅を整備する資金の貸付事業の特別会計で、

既に事業及び起債の償還も終了いたしており、現在では貸付金の未償還金を徴収するだ

けとなっております。 

３町合併時には、他のすべての特別会計とともに、この会計も残しておりましたが、

現時点では、特別会計で管理する理由はないと判断し、廃止をするものでございます。 

次に、老人保健特別会計の廃止についてでございますが、国の制度により、平成２０

年３月診療分支払いをもって老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度へ移行した
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あとも、平成２０年度から平成２２年度までの３年間は、老人保健特別会計で精算事務

を行っておりました。 

平成２３年度以降は一般会計におきまして精算の事務処理をすることになるため、廃

止するものでございます。 

次に、介護保険事業特別会計の廃止についてでございますが、平成２０年６月から休

止中の大山診療所介護サービス事業を来年３月には廃止しなければならないこと、また、

４月以降は施設の２階部分を民間の事業者の方に賃貸する予定であり、介護療養型病棟

を整備した際に借り入れた起債を全額繰上償還するということで、会計を存続させる必

要が無くなるため廃止するものでございます。 

次に、索道事業特別会計についてでありますが、中の原スキー場の運営を指定管理者

に委ねたことにより、従来の地方公営企業法に基づく特別会計を、地方自治法に定める

特別会計として運用するため、本条例に追加するものでございます。 

最後に、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の新設についてであ

りますが、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の幹事町が平成２３年４月か

ら２年間、本町に回ってまいります。 

現在の幹事町である日南町からこれを引き継ぎ、同事業の特別会計を新設するもので

あります。 

また、以上の特別会計の廃止・新設に伴い、普通会計の区分となる特別会計の順序を

前にもっていき、特別会計の順番を整理しております。なお、この条例の施行時期は平

成２３年４月 1 日からとしております。以上で議案第１４９号の提案理由の説明を終わ

ります。 

続きまして議案第１５０号 大山町特別医療費助成条例の一部を改正する条例につき

まして提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正に伴い、条例の改正を行うものでござ

います。改正の内容は、子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、来年度から小児の

医療費助成対象を“就学前”から“中学校修了前”まで拡大するものであります。また

あわせて、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の受給資格証の有効期限の変

更と、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に

よる支援給付を受ける者を生活保護法による保護を受けている者と同様の取扱いにする

ものであります。以上で議案第１５０号の提案理由説明を終わります。 

 続きまして議案第１５１号  大山町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条

例につきましてご説明を申し上げます。 

 平成２０年３月２７日付けの大山町上下水道料金等検討委員会の答申に基づき、町民

の皆様への同一サービス、同一負担の観点から、また、行政の公平性を確保するため、

本町の下水道使用料を段階的に、また激変緩和の措置を講じながら、平成２４年４月１
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日に第１回目の改訂、平成２６年４月１日に第２回目の改訂、そして平成２９年４月１

日に第３回目の改訂を行い、平成２９年度に統一するものでございます。 

なお、平成２４年４月１日に第１回目の改訂をおこなうにつきましては、「下水道と

上水道とを同時期に改訂すれば、値上げが上下水道両方重なる地区があるので、下水道

の改訂時期を上水道とはずらすべき」との検討委員会答申に基づき、平成２４年度から

適用といたしているところでございます。これで、議案第１５１号の提案理由の説明を

終わります。 

 続きまして議案第１５２号  大山町公共下水道条例の一部を改正する条例につきま

してご説明申し上げます。 

 平成２０年３月２７日付けの大山町上下水道料金等検討委員会の答申に基づき、町民

の皆様への同一サービス、同一負担の観点から、また、行政の公平性を確保するため、

本町の下水道使用料を段階的に、また激変緩和措置を講じながら、平成２４年４月１日

に第１回目の改訂、平成２６年４月１日に第２回目の改訂、そして平成２９年４月１日

に第３回目の改訂を行い、平成２９年度に全町の下水道料金を統一するものでございま

す。 

なお、平成２４年４月１日に第１回目の改訂を行うにつきましては、先ほども申し述

べましたけれども、「下水道と上水道とを同時期に改訂すれば、値上げが上下水道両方

に重なる地区があるので、下水道の改訂時期を上水道とはずらすべき」との答申に基づ

き、平成２４年度からの適用といたしているところでございます。これで、議案第１５

２号の提案理由の説明を終わります。 

 続きまして議案第１５３号  大山町索道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、本年１０月に中の原スキー場の運営を指定管理者に委ねましたことに伴い、

地方公営企業法の適用を除外する必要が生じましたことによりまして、所要の改正をお

願いするものであります。 

改正の内容でございますが、改正前条例の第１０条から第１４条までの条文を削除し

ますと共に、附則におきまして経過措置を定め、併せまして索道事業に地方公営企業法

の一部を適用する日を定める条例を平成２３年３月３１日をもって廃止することを定め

ております。 

 なお、本条例の施行日は平成２３年４月１日であります。これで議案第１５３号の提

案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１５４号 米子市と大山町とのごみ焼却事務の委託に関する規約を

定める協議につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、中山清掃センターの３月末停止に伴い、本町におきまして焼却処理ができな

いごみ処理を米子市に委託しようとするものでございます。この委託は地方自治法の規
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定に基づく委託を行うため議会の承認を求めるものでございます。ご審議のほどどうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

なお、施行日は平成２３年４月１日であります。これで議案第１５４号の提案理由の

説明を終わります。 

続きまして議案第１５５号 「鳥取県西部広域行政管理組合の共同処理事務及び規約

を変更する協議につきまして」提案理由のご説明を申し上げます。 

ご案内のように、平成２１年３月３１日をもって国の広域行政圏計画策定要綱及びふ

るさと市町村圏推進要綱が廃止をされたことにより、ふるさと市町村圏計画の取扱いに

つきましては、関係市町村の自主的協議によることとなったところでございます。鳥取

県西部広域行政管理組合におきましては、関係市町村との協議のうえ、ふるさと市町村

圏計画及びふるさと振興基金を廃止をし、これにあわせて広域観光の開発及び振興に関

する共同処理事務についても廃止することになったところでございます。 

本案は、これらのことに伴い、同組合の共同処理事務及び規約を変更する協議をする

ことについて、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

以上で、議案第１５５号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１５６号「大山町新高田辺地に係る総合整備計画の策定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、新高田集落と南高田集落を結ぶ２級町道大岩高田線とその他町道淀江門高田

線を整備し、道路幅員が４．０メートルですれ違いが困難で車両の通行に支障をきたし

ている現状を解消し、地域の利便性の向上と活性化を図るため、大山町新高田辺地に係

る総合整備計画を策定するものであります。 

町道大岩高田線の計画期間は、平成２２年度から平成２４年度までの３か年とし、延

長７００メートル、幅員５．０メートルの道路拡幅整備にかかる測量設計費、用地買収

費、補償費、工事費等の事業費は６，５００万円で、その財源は国庫補助金４，２１０

万円と一般財源２，２９０万円であります。なおこの一般財源のうち全額を辺地対策事

業債を充当する予定であります。８０％の交付税があるところであります。 

また、町道淀江門高田線の計画期間は、平成２２年度から平成２３年度までの２か年

とし、延長２，４００メートルで一定区間ごとに待避所の設置及び見通しの悪い区間で

のカーブ修正にかかる測量設計費、用地買収費、補償費、工事費等の事業費は３，８０

０万円で、その財源は国庫補助金２，４６０万円と一般財源１，３４０万円であります。  

なお、一般財源のうち全額を辺地対策事業債を充当する予定であります。以上で、議

案第１５６号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１５７号 「大山町渡道辺地に係る総合整備計画の策定について」

提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、購入から２２年が経過し、老朽化いたしましたトラック除雪車の更新と新規
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のあわせて２台購入することにより、町の巡回バス路線でもあり早期に除雪ができない

ため車両の通行に支障をきたしている現状を解消し、地域の利便性の向上を図るため、

大山町渡道辺地に係る総合整備計画を策定するものでございます。 

この事業は平成２２年度で実施し、事業費は８８６万９，０００円で、その財源は国

庫補助金を４８０万円と一般財源４０６万９，０００円であります。一般財源のうち辺

地対策事業債４００万円を充当する予定であります。 

以上で、議案第１５７号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１５８号 「大山町明間・中槇原辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、購入から１８年が経過し老朽化したドーザ除雪車を更新することにより、エ

ンジン出力が低下をして、登坂路等の負荷が大きくかかり作業速度が低下している現状

を解消し、地域の利便性の向上を図るため、大山町明間・中槇原辺地に係る総合整備計

画を策定するものでございます。 

この事業は平成２２年度で実施をし、事業費は７３９万２，０００円で、その財源は

国庫補助金４００万円と一般財源３３９万２，０００円であります。一般財源のうち辺

地対策事業債３３０万円を充当する予定であります。 

以上で、議案第１５８号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１５９号 「大山町種原辺地に係る総合整備計画の変更について」

提案理由のご説明を述べさせていただきます。 

本案は、トラック除雪車を購入することにより、２級町道種原大野線の幅員を確保す

るとともに、観光客のスキー場への輸送等早期の除雪が必要となっている現状を解消し、

地域の利便性の向上を図るため、大山町種原辺地に係る総合整備計画を変更するもので

あります。 

この事業は平成２２年度で実施をし、事業費は４４３万５，０００円で、その財源は

国庫補助金２４０万円と一般財源２０３万５，０００円であります。一般財源のうち辺

地対策事業債２００万円を充当する予定であります。 

以上で、議案第１５９号の提案理由の説明を終わります。 

 次に、議案第１６０号「大山町大山辺地に係る総合整備計画の変更について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

本案は、大山町大山辺地に係る総合整備計画に、大山寺足湯設置事業を追加する必要

が生じたため、変更するものでございます。 

大山辺地エリアは、近年旅館や店舗の閉鎖が相次ぎ、賑わいの低下が更なる閉塞状態

を生み出している状況にあります。この状況の解消の一助と期待できる温泉が掘削され

ており、大山寺参道沿いに温泉を活用した足湯を設置し来訪者の滞在時間の延長と満足

度の向上を図り、地域の活性化に資する事業でございます。 
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この事業は平成２２年度で実施をし、事業費は２，０７６万３，０００円で、全額一

般財源であります。一般財源のうち辺地対策事業債２，０７０万円を充当する予定でご

ざいます。 

以上で、議案第１６０号の提案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（野口俊明君） ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時１５分、再開いた

します。休憩します。 

午前１１時６分 休憩 

────────────────・───・───────────────── 

午前１１時１５分 休憩 

日程第１７ 議案第１６１号～日程第２８ 議案第１７２号 

○議長（野口俊明君） 再開いたします。 

日程第１７、議案第１６１号 平成２２年度大山町一般会計補正予算（第５号）から、

日程第２８、議案第１７２号 平成２２年度大山町水道事業会計補正予算（第２号）ま

で、計１２件を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森田増範君。 

○町長（森田増範君） 議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） それでは、ご上程いただきました議案第１６１号 平成２２年

度大山町一般会計補正予算（第５号）につきまして、提案理由の説明を申し述べさせて

いただきます。 

 本案は、歳入におきましては、普通交付税及び地方特例交付金の額の確定及び過疎債

への起債の組み替え、歳出におきましては、大山地区拠点保育所整備に係る事業費の計

上、合併振興基金の積み立ての取りやめ、中山間地域等直接支払推進事業費の増額、人

件費の調整など、既定の事業内容の変更及び追加の必要が出てきましたことにより、歳

入歳出予算の過不足を調整するため既定予算の補正を提案し、議会の議決を求めるもの

でございます。 

補正予算（第５号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９億７９４

万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１３億３，０３９万７，０

００円とするものであります。 

 第１表を歳入からご説明申し上げます。 

 第３０款地方特例交付金６０１万２，０００円の増額は、額の確定による追加でござ

います。第３５款地方交付税４億３，８４８万４，０００円の増額は、普通交付税の追

加であります。第５５款国庫支出金は、５万２，０００円の減額で、増減の主なものは、

土木費国庫補助金で、建設機械整備費補助金６２２万円の減額、地域活力基盤創造交付

金１，７９０万円の減額、経済危機対応・地域活性化予備費８００万円及び社会資本総
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合整備事業・活力創出基盤整備交付金１，５３０万円を新規計上いたしております。第

６０款県支出金は、６，１８８万２，０００円の追加で、増減の主なものは、総務費県

補助金で、市町村交付金１，２２４万６，０００円の減額、衛生費県補助金で、新型イ

ンフルエンザワクチン接種費減免補助金３７５万６，０００円の新規の計上、農林水産

業費県補助金で、中山間地域等直接支払推進事業補助金５，３２２万８，０００円の増

額、漁業経営開始円滑化事業補助金１，０００万円を新規計上いたしております。第６

５款財産収入は、１８５万４，０００円の追加で、増減の主なものは、各種基金の利子

３４万２，０００円の増額、財産売払収入で、ダンプ２台の売払代金として、１５１万

２，０００円を新規計上いたしております。第８５款諸収入は、２７６万４，０００円

の追加で、母子福祉貸付金元利収入２００万円、中山間地域等直接支払推進事業補助金

返還金１８万４，０００円などを新規計上いたしております。第９０款町債は、３億９，

６８０万円の増額で、過疎の指定を受けたことに伴う過疎債のソフト事業分９，９００

万円の新規計上、大山地区拠点保育所整備に係る起債として、１００％交付税算入され

ます教育・福祉施設等整備事業債２億４，８８０万円、過疎対策事業債２億８，０３０

万円の新規計上、また、全体の起債借入額が膨らんだため、今年度の合併振興基金の積

み立てを次年度以降に見送ることとし、合併振興基金に充てる合併特例債２億３３０万

円を減額いたしております。 

 次に歳出につきまして、人件費を除いたところのご説明を申し上げます。第１０款総

務費は１億１，８４１万４，０００円の減額で、主なものは、第５項総務管理費の一般

管理費で、財政調整基金積立金６，３８９万３，０００円の増額、合併振興基金積立金

２億１，３９３万６，０００円の減額、企画費で、太陽光発電等導入促進事業補助金４

２０万円の増額、情報通信事業特別会計繰出金２，１４７万２，０００円を増額いたし

ております。第１５款民生費は６億１，２５４万５，０００円の追加で、主なものは、

第５項社会福祉費の社会福祉総務費で、福祉タクシー事業委託料１９２万円の増額、老

人福祉費で、介護保険特別会計繰出金８８７万６，０００円の増額、また大山診療所改

修に伴い、介護サービス部分の起債を繰上償還するため、介護保健事業特別会計繰出金

６，３４５万８，０００円の増額、第１０項児童福祉費の保育所整備費で、大山地区拠

点保育所を整備する経費として、４億９，６１２万１，０００円を新規計上いたしてお

ります。第２０款衛生費は２億４，１６２万２，０００円追加で、主なものは、第５項

保健衛生費の予防費で、予防接種委託料６００万円、予防接種費助成費３１８万円の増

額、診療所費の繰出金で、大山診療所改修に伴う起債繰上償還財源、施設改修財源など

合わせ２億３，０４２万２，０００円を増額いたしております。第３０款農林水産業費

は１億３８４万９，０００円の追加で、主なものは、第５項農業費の農業振興費で、地

区拡大等によります中山間地域等直接支払推進事業費６，６３５万４，０００円の増額、

耕作放棄地再生利用推進事業補助金８００万円の増額、農地費で、農業集落排水事業特
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別会計繰出金３３９万１，０００円の増額、農業施設運営費で地域休養施設特別会計繰

出金１０１万７，０００円の増額、地籍調査事業費で、地籍測量委託料５８７万４，０

００円の減額、自動車購入費２１２万円、測量機器購入２０６万円の新規計上、第１５

項水産業費の水産業振興費で、漁業経営開始円滑化事業補助金１，３３３万４，０００

円の新規計上、漁港建設費で、御来屋漁港整備事業費８８８万４，０００円を増額いた

しております。第３５款商工費は５１６万円の追加で、主なものは、第５項商工費の観

光費で、大山寺足湯建設工事費４１９万２，０００円を増額いたしております。第４０

款土木費は１，６７８万１，０００円の増額で、主なものは、第１０項道路橋梁費の道

路新設改良費で、町道種原大野線工事費５００万円の増額、町道一の谷赤松線工事費１，

９９０万円の減額、経済危機対応・地域活性化予備費事業費１，６２０万円の新規計上、

第２５項住宅費の住宅管理費で、町営住宅の退去に対応する修繕費等２００万円の増額、

浜ノ上第２団地の水路改修するための工事費１１０万円の増額、第３０項下水道費の公

共下水道費で、公共下水道事業特別会計繰出金１１０万５，０００円を増額いたしてお

ります。第４５款消防費は１４９万４，０００円の追加で、主なものは、第５項消防費

の非常備消防費で、大山寺消防団車庫の敷地を森林管理署より購入する費用として、１

３７万４，０００円を新規計上いたしております。第５０款教育費は３，９７２万４，

０００円の追加で、主なものは、第５項教育総務費の教育施設費で、旧光徳小学校の用

途変更調査等の委託料２００万円の新規計上、第１０項小学校費の学校管理費で、中山

小学校の給食を冷ますための真空冷却機２１０万円の新規計上、また、旧光徳小学校の

用途変更に伴い、国への返還金相当額を基金に積み立てれば返還が不要ということにな

りましたために、小学校建設基金積立金を３，２００万円増額をいたしております。第

６５款公債費は６８２万２，０００円の追加で、大山地区拠点保育所建設に伴い、大山

支所の駐車場部分の起債を繰上償還するため、６８２万２，０００円を増額いたしてお

ります。 

 次に、第２表「繰越明許費」でございますが、地方自治法第２１３条第１項の規定に

より、翌年度に繰越して使用することができる経費を定めております。 

これは、今回の補正予算のうち「大山地区拠点保育所整備事業」に係る経費を繰越明

許するものであります。 

 最後に人件費の補正でありますが、明細書３０～３２ページにありますように、特別

職分が１７５万７，０００円の減額、一般職分は４２０万８，０００円の増額でありま

す。一般職につきましては、異動に伴う再計算などによる増額であります。 

以上で、議案第１６１号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして、議案第１６２号 平成２２年度大山町地域休養施設特別会計補正予算（第

３号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３０１万７，０００円を追
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加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，００１万９，０００円とするものであります。 

第１表を歳入から説明いたします。 

第５款使用料及び手数料は、食堂等営業収入の増２００万円で、当初見込みよりも宿

泊者及び仕出し利用が増加したことによるものであります。第１０款繰入金は一般会計

からの繰入金で、１０１万７，０００円の増額であります。 

 次に歳出につきまして説明いたします。 

第５款総務費を３０１万７，０００円の増額といたしております。第５項総務管理費

第１目一般管理費で、臨時職員賃金を１４０万円、施設の修繕料６５万円、賄い材料費

３０万円、上下水道の手続き適正化に伴います手数料及び負担金５２万円のそれぞれ増

額などでございます。 

以上で議案第１６２号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして、議案第１６３号 平成２２年度大山町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案の主な補正内容は、大山地区簡易水道施設の修繕費用を追加し、業務委託の契約

額を減額するものでございます。既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ４２万５，

０００円を追加し、歳入歳出それぞれ８６６万７，０００円とするものでございます。 

 補正内容につきまして歳入からご説明を申し上げます。 

第２０款繰入金４２万５，０００円の増額は、不足する財源を一般会計からの繰入金

で補填するものでございます。 

 次に歳出につきましてご説明をいたします。 

第５款総務費第５項維持管理費目１施設管理費８４万４，０００円増額の内容は、赤

松浄水場フェンス塗装費２０万９，０００円、豊房仕切弁設置費６３万５，０００円で

あります。 

次に、目２衛生管理費４１万９，０００円の減額は水質検査業務の委託契約に伴う減

額でございます。 

これで、議案第１６３号の提案理由の説明を終わります。 

 続まして、議案第１６４号 平成２２年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）につきまして提案理由を説明を申し述べます。 

 本案は、直営診療施設における調整交付金の返還、及び国保システムの改修費の補正

が主なものであります。 

既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ １，１１５万円を増額し、歳入歳出予

算総額をそれぞれ２２億６，１８９万９，０００円とするものであります。 

 歳入から説明をいたします。 

第５０款繰入金９２６万円の増は、直営診療施設にかかる調整交付金の返還分を国民

健康保険診療所特別会計から繰り入れるものであります。第５５款繰越金は１８９万円
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の増額であります。 

次に歳出につきまして説明をいたします。 

第５款総務費１８９万円の増は、国保システム改修によるものでございます。第５５

款諸支出金９２６万円の増は、直営診療施設にかかる調整交付金を返還するものでござ

います。 

以上で議案第１６４号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１６５号 平成２２年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予

算（第３号）につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、大山診療所２階の入院病棟を民間の介護サービス事業者に賃貸することなど

により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億３，１１６万８，０００円

を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ６億６，２７７万２，０００円とするものであり

ます。 

まずは歳入から説明をいたします。 

第５款診療収入７４万６，０００円と、第３０款一般会計繰入金２億３，０４２万２，

０００円を増額するものであります。 

次に歳出につきまして説明をいたします。 

第５款総務費２，１４７万２，０００円の増額は、主に大山診療所２階の用途変更に

伴う施設改修工事に要するものであり、また、第１５款公債費２億円の増額も、用途変

更に伴い平成１５年度に借り入れた病院事業債の返済義務が生じたことによるものであ

ります。 

第１７款諸支出金９２６万円でありますが、これも同様の理由で、平成１５年度に交

付を受けた国保調整交付金の返還義務が生じたことにより、手続き上、国民健康保険特

別会計に繰出すものであります。 

以上で議案第１６５号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１６６号 平成２２年度大山町介護保険特別会計補正予算（第２号）

につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から１億７１８万１，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を１９億５,１３４万９，０００円とするものであります。この補正予算は主に年度

内の保険給付費の不足が見込まれるため増額するものであります。 

補正内容につきまして歳入から説明をいたします。 

第１５款国庫支出金の４,９５８万８，０００円の増額は、保険給付費の増に対する介

護給付費負担金、調整交付金の増によるものであります。第２０款支払基金交付金３ ,

１９４万２，０００円の増額は、保険給付費の増に対する介護給付費交付金の増による

ものであります。第２５款県支出金１,６７７万円５，０００円の増額は、保険給付費の

増に対する県負担分の介護給付費負担金の増によるものであります。第３０款繰入金８
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８７万６，０００円の増額は、主に保険給付費の増に対する町負担分の介護保険給付費

の増によるものでございます。 

次に、歳出につきまして説明をいたします。 

第５款総務費６７万９，０００円の増額は、主に介護認定訪問調査委託料の増による

ものであります。第１０款保険給付費１億６５０万２，０００円の増額は、現年度のこ

れまでの給付実績から算定した今後必要となる介護サービス等諸費等を増額するもので

あります。 

以上で議案第１６６号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして、議案第１６７号 平成２２年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして提案理由の説明をいたします。 

本案は、平成２０年６月から休止中の大山診療所介護サービス事業を平成２３年３月

に廃止しなければならないこと、また、４月以降は診療所２階部分を民間事業者に賃貸

する予定であることから、介護療養型病棟を整備した際に借り入れた起債を全額繰上償

還するもので、既定の歳入歳出予算の総額４０３万２，０００円に、歳入歳出それぞれ

６，３４５万８，０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ６，７４９万円とする

ものであります。 

歳入から説明をいたします。 

第１５款繰入金を６，３４５万８，０００円増額するものでございます。 

次に歳出についてでございますが、第１５款公債費を６，３４５万８，０００円増額

するものでございます。 

以上で議案第１６７号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１６８号 平成２２年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案の主な補正内容は、消費税額の補正、施設の老朽化による修繕費、汚泥処理量の

増加による処理手数料を追加するものでございます。既定の歳入歳出の総額にそれぞれ

３３９万１，０００円を追加し、歳入歳出それぞれ５億８９７万６，０００円とするも

のであります。 

 補正内容について歳入からご説明いたします。 

第２５款繰入金３３９万１，０００円の増額は事業費の増加によるもので一般会計か

らの繰入金であります。 

 次に歳出についてご説明いたします。 

第５款事業費第５項総務管理費９４万７，０００円の増額は、消費税の確定によるも 

のであります。第１０項農業集落排水事業費２４４万４，０００円の増額は、４か所の

処理場のポンプ等の修繕費に１９９万円、中山口処理場の汚泥処理量が増加したため処

分手数料４０万４，０００円、汚泥減溶化実験のためのポリ容器代５万円であります。 
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これで、議案第１６８号の提案理由の説明を終わります。 

 続きまして議案第１６９号  平成２２年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）について、提案理由の説明をいたします。 

 本案の主な補正内容は、職員の共済組合負担金及び委託料の増額であります。既定の

歳入歳出の総額にそれぞれ１１０万５，０００円を追加し、歳入歳出それぞれ４億４，

１５３万５，０００円とするものであります。 

補正内容について歳入からご説明いたします。 

第２０款繰入金１１０万５，０００円の増額は、事業費増加によるもので一般会計か

らの繰入金であります。 

 次に歳出につきましてご説明をいたします。 

 第５款事業費第５項総務管理費２万円の増額は、職員の共済組合負担金であります。 

第１０項公共下水道事業費１０８万５，０００円の増額は、名和処理施設の汚泥の処理

量が増加をいたしたため、汚泥処理の委託料を増額するものでございます。 

これで、議案第１６９号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１７０号 平成２２年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第

３号）について、提案理由のご説明をいたします。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２９万２，０００円を増額

し、歳入歳出それぞれ３，４２４万７，０００円とするものでございます。  

補正の内容につきまして歳入からご説明をいたします。 

第１５款一般会計繰入金１２９万２，０００円の増額は、修繕料の増加に伴うもので

ございます。 

次に歳出につきましてご説明をいたします。 

 第５款総務費１２９万２，０００円の増額は、風車のブレードの角度調整をするピッ

チ・コントローラの不具合を修繕するものでございます。 

以上で、議案第１７０号の提案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第１７１号 平成２２年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第２

号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、ＮＴＴ及び中電の電柱の更新に伴うケーブル移転工事及びインターネット変

換機器の購入、道路占用更新業務委託等に伴い、所要の増額を行い、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２，０４２万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 

３億８，２８７万４，０００円とするものであります。  

補正内容について歳入からご説明をいたします。 

第５款分担金及び負担金２４万円の増額は、新規加入者の引込線工事に対する負担金

であります。第２０款繰入金２，０１８万円の増額は、移転工事及び備品購入等に必要

な経費を一般会計から繰り入れるものであります。 
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次に歳出についてご説明をいたします。 

総務費２，０４２万円の増額の主なものは、道路占用更新業務委託料４００万円、電

柱支障移転等工事費１，０００万円、インターネット変換のための備品購入費５６７万

円であります。 

以上で議案第１７１号の提案理由の説明を終わります。 

 最後に議案第１７２号 平成２２年度大山町水道事業会計補正予算（第２号）につき

まして提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、収益的収入支出及び資本的収入支出について補正を行うもので、収益的収入

を１２万１，０００円増額し、支出を５万１，０００円額贈するものであります。また、

資本的収入を１２８万７，０００円増額し、支出を９０万３，０００円増額するもので

あります。 

補正内容につきましてご説明を申し上げます。収益的収入及び支出の内収入は、第１

款水道事業収益第３項特別利益目２固定資産売却益１２万１，０００円は、長田配水池

用地の一部５４．８㎡が県道改良により県に買収されるためのものであります。 

支出は第１款水道事業費用第１項営業費用目２配水及び給水費５万１，０００円は法

定福利費であります。 

次に資本的収入及び支出の内、収入は第１款資本的収入第２項負担金目１他会計負担

金９０万３，０００円は妻木晩田遺跡北部の給水区域拡張設計業務委託料を県が負担す

るものであります。 

第２款４項固定資産売却代金３８万４，０００円は、長田配水池用地の一部５４．８

㎡が県道改良により県に買収されるためのものであります。なお、長田配水池用地の売

却益を収益と資本の２か所に計上いたしていますが、複式簿記の仕訳によるものであり

ます。 

支出は第１款資本的支出第１項建設改良費目２配水管設備改良費９０万３，０００円

は妻木晩田遺跡北部の給水区域拡張設計業務委託料であります。 

以上で議案第１７２号の説明を終わります。以上どうぞよろしくお願い申し上げます。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第２９ 行政視察調査の報告について 

○議長（野口俊明君） 日程第２９、行政視察調査の報告について（教育民生常任委員

会）を議題とします。さる１０月２１日から１０月２３日までの３日間、議員６人が、

鹿児島県鹿屋市、志布志市、大崎町において、地域の活性化やごみ減量・リサイクルの

取り組み、ヨコミネ式教育法等について、行政視察調査を行いましたので、この件に関

して報告を求めます。教育民生常任委員長  諸遊壌司君。 

○教育民生常任委員長（諸遊壌司君） それでは、教育民生常任委員会の行政視察研修

会の報告を行います。 
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 期日は、平成２２年１０月２１日から２３日の３日間でございました。調査地は、鹿

児島県鹿屋市串良町「柳谷集落」、そして鹿児島県志布志市「通山保育園」、もう一つ

が、鹿児島県曽於郡大崎町「そおリサイクルセンター」でございました。出席者は、教

育民生常任委員会６名全員でございます。調査の目的は、大山町において、教育分野で

は、現在１０園の統合整備について方針の決定を行ったところであり、特色ある保育園

づくり、幼児教育の先進事例の現状を調査研究し、教育行政の進展に活かしていく。環

境分野におきましては、本町でもごみの減量・リサイクルの取り組みは、重要課題であ

り、先進的な取り組み状況を視察・学習し、これからの行政運営、政策づくりに役立せ

る。社会教育分野では、自立再生に取り組む集落の活動の中で、子どもたちからお年寄

りまで、住民総出の取り組みや人とのつながりを大切にした地域再生の秘訣を探り、本

町での課題を考える、でございます。 

視察研修の概要でございますが、まず柳谷集落でございます。これは鹿児島県鹿屋市

串良町上小原にある集落でございまして、約３００人が居住されております。通称やね

だんと呼ばれております。サツマイモや焼酎といった加工品、土着菌や手打ちそばなど

の販売により集落独自の財源を築いておられ、このことから、地域活性化の一例として

全国的に有名になっていらっしゃいます。地理は、鹿屋市の東部で、標高２０メートル

から３５メートルに位置しておりまして、肝属平野に位置し、大部分をシラス台地が占

めた、集落中心部を柳谷川が流れているところでございます。 

活動記録といたしまして、１９９８年 休耕畑を高校生とともにサツマイモ畑に変え、

収益３３万円を挙げたことからスタートしております。２０００年に、地域の子ども向

けた「寺子屋」を開設、２００３年には、サツマイモを焼酎「やねだん」として加工す

ることにより、収入の増加が図られております。２００６年には、そういう結果、余剰

金が４９８万円にもなり、全世帯、１２２世帯ございますけども、その１世帯に１万円

のボーナスが出るまでになったわけでございます。高齢化にともなう空き家対策として、

集落の空き家の修復をし、迎賓館と名づけた。その結果、芸術家が全国各地から居住す

るようになり、｢ギャラリーやねだん｣等で作品の展示や販売されているわけでございま

す。 

続きまして、通山保育園のヨコミネ式教育法でございます。ヨコミネ式教育の目的は、 

人間の才能である心の力、学ぶ力、体の力をつけさせ、子どもたちが生まれ持っている

「可能性」を最大限に引き出すための教育、これが目的でございまして、園の概要とい

たしましては、社会福祉法人純真福祉会通山保育園、創立は、昭和５５年２月、対象年

齢０歳から就学前まででございます。定員は、６０名で職員が２２名で働いておられま

した。保育時間は、８時３０分から１８時まで、開園時間は、７時から午後の７時まで

でございます。保育目標は、人間としての全面発達を目指し、人格の基礎を培う。とい

うことでございます。 
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主な事業内容は、延長保育、預かり保育、障害児保育、夜間保育・休日保育・通院サ

ービスなど行っていらっしゃいました。 

ヨコミネ式の成果としまして、３歳で集中して 1 時間の自学自習ができること。４歳

で絶対音感を身につけ、複数の楽器を演奏できる。５歳で小学校２年生レベルの読み書

きそろばん、計算ができる。６歳で逆立ち歩きや側転、跳び箱１０段などができる、成

果でございます。 

続いて大崎町でございますけども、大崎町は、鹿児島県東南部の大隈半島の東側に位

置しまして、人口が１万４，９８１人で農業・林業・水産業が盛んであり、生産額では、

ブロイラー、肉用牛、みかん、豚、さつまいも、米の順となっております。漁業は、沿

岸漁業でチリメン生産が主でございます。平成１８年度環境省「一般廃棄物処理事業実

態調査」におきまして、ごみリサイクル率８０％を達成し、全国第１位に輝いていらっ

しゃいます。 

取り組みといたしまして、「環境にやさしい資源循環型のまちづくり」を目指して、

住民と行政の協働活動で２８品目にわたるごみの分別収集を行っていらっしゃいます。   

ごみの分別以外に、住民組織「衛生自治会」と行政が連携して取り組んでおられる「菜

の花エコプロジェクト」、行政の「チーム・マイナス６％」をスローガンにした地球温

暖化防止活動実行計画に基づく率先行動、商工会と行政が連携し、住民参加型の温暖化

対策を推進する「省エネ家族・応援プラン」など多様な主体が連携しながら実践してい

らっしゃいます。 

 また、同町の民間廃棄物回収業者｢そおリサイクルセンター｣が、プロジェクトの要の

施設であり、年間６，０００万円でごみ処理事業を委託していらっしゃいます。それと

は、別に生ごみ処理費として 1 キロ７円５０銭を支払っておられ、トータル約８，００

０万くらいの事業費となっています。 

 回収された生ごみと草木は、４か月半かけて有機質な堆肥となり、菜の花プロジェク

トでは、生産された菜種油とともに、町の所有物として年間７００万円の売り上げとな

っています。プロジェクト前のごみ埋め立て処理費が年間９，０００万円だったことか

ら税金の節約につながっていると思っております。 

まとめといたしまして、まず柳谷集落でございますけれど、柳谷集落には、有線放送

設備がありまして、父の日、母の日、また敬老の日には異郷にいる出身者からの心のこ

もったメッセージが放送され、村人の心をつなぐ役割を果たしておられます。 

また、畜産農業の悪臭改善策といたしまして、土着菌を製造販売をし、畜舎に敷くこ

とで臭いがほとんどなくなる等、衛生面の向上に役立っているわけでございます。以上

のような活動の結果、Ｕターン現象や｢迎賓館」事業の効果により、２００７年以降集落

の人口は増加に転じております。 

強力なリーダー、豊重哲郎自治公民館長のもと、その熱意とアイデアに負うところが
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多いわけでございますが、その当時、高齢化と空き家が目立つなか、集落存亡の危機感

をバネに住民総出で協力し合い地域再生を果たしているところでございました。 

２番目、通山保育園のヨコミネ式教育法でございます。これは理事長、横峯吉文氏、

これはプロゴルファーの横峯さくらさんのおじさんになられる方でございますけども、

その方の強力な信念と指導力、シンプルでありながら独特な考え方を職員一同よく理解

し、指導していらっしゃいます。できない子、ダメな子は一人もいないという考え方の

もと、子どもたちが本来持っている「力」を引き出すだけで、指導者が教える訳でもな

ければ、特別なスパルタ教育もない。ちょっと難しいことに挑戦させるということと子

どもたちの競争原理を利用し、やる気のスイッチが入る環境をつくることが大切である

としていらっしゃいます。 

 特に毎日、朝８時３０分から全員で行われます５０メートル走では、順位をつけ、ま

たハンディをつけて走りに変化をつけ、３０分間走り込んでいらっしゃいます。子ども

たちはいきいきと成果をあげ、その姿が保護者との信頼関係を築く土台になっていると

思っております。全ての子が年長で基礎学力を付けて学校にあがるという方針であり、

現在、学童保育も市の委託を受けて行っていらっしゃいますが、小学校との正式な連携

が課題であるのではないかと思っております。 

続いて、大崎町でございますけども、大崎町は、市町村合併の道を歩まず、単独の道

を選んでおられます。もともと焼却施設は持っておられず、全て埋め立ての処理を行っ

てきておられ、ごみ問題に対する危機感が全町あげての資源循環型社会の構築を目指す、

大きな原動力となっております。「混ぜればごみ、分ければ資源」のキャッチフレーズ

のもと、徹底した分別収集への取り組みには、各衛生自治会組織の地道な活動が重要な

役割を果たしていると思っております。 

 また、特筆すべきは、当初役場職員が町内１５２か所の収集場に配置され、ボランテ

ィアで半年間、朝、立ち会ってごみの分別の指導をされ、町民との信頼関係を築いたこ

とではなかろうかと思っております。現在でも、集落担当職員制度が設けられておりま

して、年１回は必ず自治会に顔を出し、年間の行政報告も行っていらっしゃるようでご

ざいます。 

 そして、粗大ごみにつきましては、予約電話で各家庭まで回収に出向き、月１回は無

料とされております。また、収集された粗大ごみは、リサイクルセンター内で一律１，

０００円で販売されております。このきめ細かい仕組みが町民の信頼とやる気を引き出

し、理解と協力を得ることにつながっており、本当の意味の住民と行政の協働活動の結

果として、リサイクル率全国１位の偉業が成し遂げられたと確信するものでございます。 

 日本は昔から、「１００聞は一見にしかず」という言葉がございます。またわたし自

身座右の銘にしておりますけども、「１００の感動も実行無ければ無に等しい」という

言葉をわたしは座右の銘にしております。このたびの３か所の行政視察で得ました事柄、
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感動しました事柄を１つでも多く、町職員の皆さまと協力してまた町民のため、行政に

生かしていかなければならないと強く思ったしだいでございます。 

なお、早速来年の１月７日には、通山保育園の副園長先生を迎え、保育士、保護者を

対象にした子育ての研修会を開催する運びになっております。以上で教育民生常任委員

会の行政視察報告を終わります。 

○議長（野口俊明君） ただいまの教育民生常任委員長からの行政視察調査報告に対し

て、質疑があれば受けます。  

〔「なし」と呼ぶものあり〕  

○議長（野口俊明君） これで、教育民生常任委員会の行政視察調査の報告についてを

終わります。  

────────────────・───・───────────────── 

    散会報告 

○議長（野口俊明君） 以上で、本日の日程は終了しました。次会は、１２月１４日に

会議を開き一般質問を行いますので、９時３０分までに本会議場に集合してください。 

ここで、大山３チャンネルの議会中継をご覧いただいていますみなさんにご案内しま

すが、本定例会における一般質問を通告された議員は１２人ですので、一般質問は、１

２月１４日と１５日の２日間行います。 

議会では、１２月１５日の一般質問終了後に、大山町名和地域休養施設「夕陽の丘山

香荘」の今後の利活用について、議員討論会を開催し、テレビ中継を行いますので、是

非ご覧ください。本日は、これで散会します。ご苦労さんでした。 

────────────────・───・───────────────── 

午後１２時１４分 散会 

 

 


